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量
の
正
し
い
知
識
と
理
解
、  

意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
、

11
月
を
「
計
量
強
調
月
間
」
と
定
め
て

い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
、
電
力
量
計
、
は

か
り
、
ガ
ソ
リ
ン
メ
ー
タ
ー
、
タ
ク

シ
ー
メ
ー
タ
ー
な
ど
身
の
回
り
で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
計
量
器
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
安
心
安
全
の

生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
が

正
し
く
使
わ
れ
る
こ
と
が
大
切
に
な

り
ま
す
。

気
の
乾
燥
や
暖
房
器
具

の
使
用
な
ど
で
、
火
災

が
発
生
し
や
す
い
季
節

に
な
り
ま
す
。
建
物
火
災
が
最
も
多

く
、
昨
年
発
生
し
た
市
内
17
件
の
火

災
の
う
ち
、
10
件
が
建
物
で
し
た
。

出
火
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、次
の

３
つ
を
習
慣
に
し
ま
し
ょ
う
。

①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る

か
け
が
え
の
な
い
命
と
大
切
な
財
産

を
火
災
か
ら
守
る
た
め
に

火
災
の
早
期
発
見
が
カ
ギ

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

住
宅
火
災
を
未
然
に
防
い
で
身
を

守
る
た
め
、
次
の
４
つ
の
対
策
が
有

効
で
す
。

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

②
寝
具
や
衣
類
、
カ
ー
テ
ン
か
ら
の

火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を

使
用
す
る

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置

す
る

④
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
と
の
協

力
体
制
を
つ
く
る

問
い
合
わ
せ

防
災
対
策
課
消
防
係

内
線
☎
３
３
６
３
へ

群
馬
県
計
量
検
定
所
で
は
、
家
庭

の
体
重
計
や
料
理
用
は
か
り
な
ど
の

精
度
の
確
認
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
日
・
時
間

土
・
日
曜
日
・
祝

日
を
除
く
、
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
と
こ
ろ

群
馬
県
計
量
検
定
所
(前

橋
市
下
大
島
町
81
-13
)

相
談
方
法

来
所
ま
た
は
電
話

問
い
合
わ
せ

群
馬
県
計
量
検
定
所

☎
０
２
７
(２
６
３
)２
４
３
６
へ

童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐

待を受けたと思われる子ども、出産や子育て

に悩んでいたら、ご相談ください。

問い合わせ 子ども課子育て支援係(東原庁舎内)☎

内線７７２５７へ

児童虐待防止推進月間

11月は

児

計

11
月
は
　
 　
　
　
 強
調
月
間

計

量

コドライブとは、運転する人の心掛けでどなたでも手軽に取り組める省エネ運転のことです。通勤や買

い物などの時にエコドライブを実践することで、燃費向上や二酸化炭素排出量の削減、交通事故防止に

つながります。行楽シーズンのこの機会に、地球とお財布に優しいエコドライブを始めましょう！！

問い合わせ 環境課環境係(東原庁舎内)☎内線７７３７４へ

11月はエコドライブ推進月間

〜エコドライブを始めましょう〜

エ

あなたの優しい運転に

期待しています！

環境課　杉木貴和(左)、田原一樹(右)

①ふんわりアクセル｢eスタート｣

②車間距離にゆとりをもって、加速・減速

の少ない運転

③減速時は早めにアクセルを離そう

④エアコンの使用は適切に

⑤ムダなアイドリングはやめよう

⑥渋滞を避け、余裕を持って出発しよう

⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備

⑧不要な荷物はおろそう

⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう

⑩自分の燃費を把握しよう

今日からできる

エコドライブ10 のすすめ

空
秋季全国火災予防運動

忘れてない？

サイフにスマホに火の確認

＼11月９日(金)〜15日(木)／

中
央
防
火
協
会
防
火
ポ
ス
タ
ー

最
優
秀
賞
　
阿
部
さ
ら
さ
(小
学
校
低
学
年

の
部
)

ＤＶは人権侵害です

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

期間　11月12日(月)〜18日(日)

ＤＶとは

配偶者や恋人から振るわれる身体的、精神的、経済的

暴力などのことです。このような暴力で相手を支配しよ

うとする行為は、どのような関係であっても重大な人権

侵害で、犯罪です。被害者の多くは女性で、また、交際

中の男女間でおこる暴力を｢デートＤＶ｣といい、学生な

ど若い世代にも増加しています。

ＤＶに関する相談窓口

これってＤＶ？と思ったら、一人で悩まずに専

門機関に相談してください。

ＤＶの主な形態

▽身体的暴力／殴る蹴る、首を絞める、髪の毛を引っ

張る▽精神的暴力／大声でどなる、無視する▽性的暴

力／性行為を強要する▽経済的暴力／生活費を渡さな

い、仕事を辞めさせる▽社会的暴力／実家や友人の付き

合いを制限・監視する、電話やメールを細かくチェック

する▽子どもを利用した暴力／子どもに暴力を見せる・

危険な目に遭わせる

電話　０２７(２６１)４４６６

相談受付時間 平日(午前９時〜午後８時)

／土・日曜日、祝日(午後１時〜５時)

※相談無料。秘密は固く守ります

※緊急時は110番、または最寄りの警察署へ

群馬県女性相談センター

Ｖ(ドメスティック・バイオレンス)やストーカーなど、女性の人権に関する悩みごとについて、下記の期間、

電話相談窓口を開設します。相談には人権擁護委員と法務局職員が応対し、秘密は固く守ります。

期間 11月12日(月)から18(日)までの午前８時30分〜午後７時(土・日曜日は午前10時〜午後５時)

専用電話番号(全国共通) ０５７０(０７０)８１０(ＩＰ電話からは接続できません)

Ｄ

★毎年11月12日〜25日は｢女性に対する暴力を

なくす運動｣期間です

問い合わせ 生活課協働推進係(保健福祉セ

ンター内)内線☎７６２１２へ

12

189番にかけると

お近くの児童相談所につながります。


